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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】材軸方向の変形能力およびエネルギー吸収能力
が高く、主として橋桁の端部と橋桁端部を支える橋台と
の間に設置される衝撃吸収装置を提供する。
【解決手段】材軸方向の両端部に継手部５と継手部６を
取り付ける。継手部５と継手部６間の同一材軸線上に変
形芯材７と変位芯材８を材軸方向に隣接して配置する。
変形芯材７および変位芯材８の軸直角方向の外側に複数
の座屈拘束材９を配置する。変形芯材７は軸力に対し弾
塑性変形するように配置する。変位芯材８は軸力に対し
継手部５との連結が切り離された状態で無抵抗で材軸方
向に変位するように配置する。
【選択図】図１



(2) JP 2018-96039 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　材軸方向両端部に継手部を有し、材軸方向に伸縮する棒状の衝撃吸収装置であって、塑
性変形領域として設定される第１の変位区間では、衝撃吸収装置を構成する特定の第１の
軸方向変形部材が破断に至らない範囲で弾性変形または塑性変形しつつ、第１の変位区間
の上限において変位が拘束される構成とし、前記第１の変位区間を超え、第２の塑性変形
領域として設定される第２の変位区間では、衝撃吸収装置を構成する特定の第２の軸方向
変形部材が弾性変形または塑性変形する構成としたことを特徴とする衝撃吸収装置。
【請求項２】
　請求項１記載の衝撃吸収装置において、前記第２の軸方向変形部材が第２の変位区間を
超え、第３の塑性変形領域として設定される第３の変位区間では、衝撃吸収装置を構成す
る特定の第３の軸方向変形部材が弾性変形または塑性変形する構成としたことを特徴とす
る衝撃吸収装置。
【請求項３】
　請求項１または２記載の衝撃吸収装置において、衝撃吸収装置を構成する特定の軸方向
変位部材が、前記継手部の一方との連結が切り離された状態で実質的に無抵抗で軸方向に
変位する遊間領域として設定される変位区間を備えていることを特徴とする衝撃吸収装置
。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項に記載の衝撃吸収装置において、前記軸方向変形部材の材料
として、形状記憶合金または低降伏点鋼を用いていることを特徴とする衝撃吸収装置。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか一項に記載の衝撃吸収装置を、レベル２地震動以上の地震動での
支承の破壊を許容する構成とした橋梁の下部工と上部工との間に介在させてあることを特
徴とする衝撃吸収装置を備えた橋梁。
【請求項６】
　請求項５記載の衝撃吸収装置を備えた橋梁において、前記衝撃吸収装置をレベル２地震
動以上の地震動であって、前記支承が破壊する地震動以下の地震動で破壊することを許容
するように設定してあることを特徴とする衝撃吸収装置を備えた橋梁。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、従来の棒状制振部材に対し、材軸方向の変形能力およびエネルギー吸収能力
を高めた衝撃吸収装置に関するものであり、例えば、橋桁の端部と橋桁端部を支える橋台
との間に設置して、地震時の衝撃吸収部材として用いることができる。
【背景技術】
【０００２】
　構造物の耐震性能、制震性能を高めるものとして、制振部材と構造部材を兼ねた制振ブ
レースなどの棒状制振部材が種々開発され、製品化されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１、特許文献２には、平板または断面十字形の鋼材からなる芯材とそ
の座屈変形を拘束する山形鋼からなる拘束材を用いた座屈拘束型の軸力負担部材が記載さ
れている。
【０００４】
　また特許文献３には、鋼製芯材の外周をアンボンド層を介して座屈拘束用コンクリート
部材で覆い、その座屈拘束用コンクリート部材の外周を鋼管で覆って補強した軸降伏型弾
塑性履歴ブレースの改良技術が記載されている。
【０００５】
　図19は、従来の棒状制振部材の一例として、平板芯材を用いた座屈拘束型の棒状制振部
材の具体例を示したものである。
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【０００６】
　基本的な構成は、低降伏点鋼あるいは普通鋼からなるエネルギー吸収材としての芯材30
本体の両端部に断面が拡大された継手部31、32を形成し、芯材30本体を四方より変形拘束
部材33としての山形鋼で抑え、スペーサー34を介して変形拘束部材33どうしを高力ボルト
35で締め付けて、芯材30本体が座屈しないようにしたものである。
【０００７】
　この例で、芯材30と変形拘束部材33とは、図19(a)における奥側の固定側継手部31と、
手前側の可動側継手部32の２箇所において、それぞれ高力ボルト35で接合されており、可
動側継手部32の高力ボルト35は芯材30に軸方向の引張力または圧縮力が作用したときに、
変形拘束部材33に形成した長孔33aに沿って軸方向に摺動可能となっている。
【０００８】
　すなわち、芯材30に軸方向の引張力が作用したときは芯材30が弾性範囲または弾塑性範
囲で伸び、芯材30に軸方向の圧縮力が作用したときは芯材30が弾性範囲または弾塑性範囲
で縮み、変形拘束部材33には実質的に軸方向力が作用しないようになっている。
【０００９】
　また、芯材30に軸方向の圧縮力が作用したとき、変形拘束部材33が芯材30本体を四方か
ら拘束していることで、芯材30本体の座屈変形が生じないため、制振部材としてのエネル
ギー吸収能力をフルに発揮させることができる。
【００１０】
　図20は、従来の棒状制振部材の一例として十字芯材を用いた座屈拘束ブレースの具体例
を示したものであり、芯材30本体の断面を十字断面とした点以外の構成および作用効果は
図17の平板の場合と同様であるが、同じ変形が生じた場合、芯材30の方が断面が大きい分
エネルギー吸収能力が高い。
【００１１】
　ところで、道路橋などの橋梁においては、大規模地震時に上部工である橋桁の端部が橋
桁端部を支える橋台や橋脚などの下部工から落橋しないように、下部工側に桁かかり長を
十分に確保したり、上部工側の橋桁端部と下部工とを落橋防止材で連結することが行われ
ている。
【００１２】
　近年では、棒状制振部材に落橋防止材としての機能を兼用させる検討をしたり，落橋防
止材単体として使用をする検討がなされたりしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０００－２６５７０６号公報
【特許文献２】特開２００６－３２８６８８号公報
【特許文献３】特開２０１４－０３１６５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従来の棒状制振部材の設計では、大規模地震時には芯材を必ず軸降伏させて履歴減衰に
より地震エネルギーを吸収させる設計をしていたが、想定外の地震も考慮した設計対応も
要求されることがある。
【００１５】
　例えば、橋桁と橋桁を支える橋台との間に取り付けて使用する場合、棒状制振部材の芯
材が仮に大規模地震時の繰り返し履歴で既に破断をしていたとすると、それ以降の落橋防
止材としての変形挙動に対しては地震エネルギーの吸収ができないことになる。
【００１６】
　また、落橋防止材を主として設計をする場合は、落橋防止システムとして、支承部の機
能が喪失するまでは、芯材を塑性変形させる必要はなく、その間、支承部の変形に追随で
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きる構造が要求される。つまり、想定外の地震挙動で支承部の機能が喪失した場合、芯材
を軸降伏させて塑性変形させれば良いことになり、使用目的により芯材を軸降伏させる設
計のタイミングが異なってくるのである。
【００１７】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたもので、地震時の変形能力およびエネルギ
ー吸収能力がきわめて高く、想定し得る範囲内で最大規模の地震(レベル２の地震動)に対
してだけでなく、レベル２の範囲を超える想定外の大地震に対しても対応が可能で、例え
ば、橋桁の端部と橋桁端部を支える橋台との間に取り付けられる落橋防止材として適した
衝撃吸収装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、材軸方向の両端部に継手部を有し、材軸方向に伸縮する棒状の衝撃吸収装置
の発明であり、塑性変形領域として設定される第１の変位区間では、衝撃吸収装置を構成
する特定の第１の軸方向変形部材が破断に至らない範囲で弾性変形または塑性変形しつつ
、第１の変位区間の上限において変位が拘束される構成とし、前記第１の変位区間を超え
、第２の塑性変形領域として設定される第２の変位区間では、衝撃吸収装置を構成する特
定の第２の軸方向変形部材が弾性変形または塑性変形する構成としたことを特徴とするも
のである。
【００１９】
　前記第２の軸方向変形部材が第２の変位区間を超え、第３の塑性変形領域として設定さ
れる第３の変位区間では、衝撃吸収装置を構成する特定の第３の軸方向変形部材が弾性変
形または塑性変形する構成とすることもできる。
【００２０】
　また、衝撃吸収装置を構成する特定の軸方向変位部材が、前記継手部の一方との連結が
切り離された状態で実質的に無抵抗で軸方向に変位する遊間領域として設定される変位区
間を設けることもできる。また、軸方向変形部材の材料としては、要求性能に応じて、JI
S材である普通鋼に加えて、変形能に優れた低降伏点鋼または形状記憶合金を用いている
ことができる。
【００２１】
　本発明の衝撃吸収装置は、レベル２地震動以上の地震動での支承の破壊を許容する構成
とした橋梁の下部工と上部工との間に設置することができ、さらにレベル２地震動以上の
地震動により一方の芯材が破壊したとしても、他方の芯材が衝撃吸収装置として機能する
ように、芯材の降伏荷重の階層化を行うことで対応できる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の衝撃吸収装置は、棒状制振部材の衝撃吸収装置の吸収材となる芯材を２つに切
り離すことで、それぞれの機能を明確にし、芯材の降伏荷重の階層化が実現できる。また
、切り離された芯材間に遊間長を設けることが可能となり、常時に対する変形の追随性を
付加することが可能な構造となる。その他、落橋防止構造としては、従来のケーブルタイ
プでは対応ができなかった圧縮力に対しても衝撃吸収が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の衝撃吸収装置の第１の実施形態を図示したものであり、図1(a)は初期状
態、図1(b)は引張り力が作用し、左側の芯材が軸降伏後、塑性変形をして作動した状態、
図1(c)は仮に継手部を破壊させた場合の最終破壊状態の斜視図である。
【図２】図2(a),(b)は、それぞれ図1(a)及び図11(a)におけるイ－イ線、ロ－ロ線断面図
である。
【図３】本発明の衝撃吸収装置の設置例を図示したものであり、橋桁端部と橋台との間に
設置された衝撃吸収装置の側面図である。
【図４】橋桁端部と橋台との間に設置された本発明の衝撃吸収装置の作動状態のうち引張
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り変形を示す側面図である。
【図５】橋桁端部と橋台との間に設置された本発明の衝撃吸収装置の作動状態のうち圧縮
変形を示す側面図である。
【図６】図１の衝撃吸収装置に軸力(圧縮および引張力)が作用した際の荷重－変位設計曲
線を示すグラフである。圧縮側には橋台があり変位が限定される。引張り側は、設計最大
荷重で破断する設計とした事例である。
【図７】本発明の衝撃吸収装置の第２の実施形態を図示したものであり、図7(a)は初期状
態、図7(b)は引張り力が作用し、左側の芯材が軸降伏して作動した状態、図7(c)はその後
、右側の芯材が軸降伏後塑性変形をし、仮に継手部を破壊させた場合の最終破壊状態の斜
視図である。
【図８】図７の衝撃吸収装置に軸力(圧縮および引張力)が作用した際の荷重－変位設計曲
線を示すグラフである。分割された芯材が降伏荷重の階層化によりそれぞれ軸降伏した後
、塑性変形をし、設計最大荷重で破断する設計とした事例である。
【図９】本発明の衝撃吸収装置の第３の実施形態を図示したものであり、図9(a)は初期状
態、図9(b)は引張り力が作用し、左側の芯材が軸降伏して作動した状態の斜視図である。
【図１０】図９の衝撃吸収装置に軸力(圧縮および引張力)が作用した際の荷重－変位設計
曲線を示すグラフである。
【図１１】本発明の衝撃吸収装置の第４の実施形態を図示したものであり、図11(a)は初
期状態、図11(b)は左側の芯材が軸降伏後、圧縮・引張りの変位を繰り返した後、引張り
荷重が右側の芯材の降伏荷重に達して塑性変形をした作動状態の斜視図である。
【図１２】図11の衝撃吸収装置に軸力(圧縮および引張力)が作用した際の荷重－変位設計
曲線を示すグラフである。
【図１３】本発明の衝撃吸収装置の第５の実施形態を図示したものであり、図13(a)は初
期状態、図13(b)は左側の芯材が軸降伏後、圧縮・引張りの繰り返し変位を繰り返した後
、引張り荷重が右側の芯材の降伏荷重に達して塑性変形をした作動状態の斜視図である。
【図１４】図13の衝撃吸収装置に軸力(圧縮および引張力)が作用した際の荷重－変位設計
曲線を示すグラフである。
【図１５】本発明の衝撃吸収装置の第５の実施形態を図示したものであり、図15(a)は初
期状態、図15(b)は芯材が軸降伏後、圧縮・引張りの変位を繰り返した後、引張り変位が
設定変位に達して、さらに塑性変形をした作動状態の斜視図である。
【図１６】図15の衝撃吸収装置に軸力(圧縮および引張力)が作用した際の荷重－変位設計
曲線を示すグラフである。
【図１７】本発明の衝撃吸収装置の第７の実施形態の衝撃吸収装置に軸力(圧縮および引
張力)が作用した際の荷重－変位設計曲線を示すグラフである。第４の実施形態に無抵抗
で軸方向に変位する遊間領域を設定した場合の設計事例である。
【図１８】本発明の衝撃吸収装置において芯材として用いられる代表的な鋼材の応力ひず
み曲線を示すグラフである。
【図１９】(a)は従来の棒状制振部材としての座屈拘束ブレースの一例（平板芯材の場合
）を示す部分透過斜視図、(b)は軸直角方向の断面図である。
【図２０】(a)は従来の棒状制振部材としての座屈拘束ブレースの他の例（十字芯材の場
合）を示す部分透過斜視図、(b)は軸直角方向の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
[実施形態１]
　図１～図６は、本発明の第１の実施形態であり、落橋防止材とその設置例を図示したも
のである。図において、橋桁１の端部と橋桁１端部を支える橋台２との間に落橋防止材３
と支承４がそれぞれ取り付けられている。いずれも、橋桁１の幅方向に間隔をおいて複数
取り付けられている。符号17は伸縮装置である。
【００２５】
　落橋防止材３は、材軸方向に伸縮する棒状に構成され、材軸方向の両端部に継手部５と
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継手部６がそれぞれ取り付けられている。継手部５は橋台２の側面に固定され、継手部６
は橋桁１端部の下部側面に固定されている。
【００２６】
　また、継手部５と継手部６との間に弾塑性変形領域として設定された第１の変位区間L1
と第２の変位区間L2が落橋防止材３の材軸方向に隣接して設けられている。
【００２７】
　第１および第２の変位区間L1、L2についてより具体的に説明すると、継手部５と継手部
６間の同一材軸線上に変形芯材７と変位芯材８が材軸方向に隣接して配置され、変形芯材
７および変位芯材８の軸直角方向の外側に複数の座屈拘束材９が配置されている。
【００２８】
　変形芯材７は、継手部５と継手部６間の材軸方向に細長い長尺板状に形成され、当該変
形芯材７の材軸方向の両端部に側面視矢羽根形状をなしかつ断面十字形状をなす拡径部7a
,7aが形成されている。また、継手部５側の端部に拡径部7aと同じ幅で継手部５側に突出
する平板状の連結部7bが形成され、連結部7bは継手部５に回転自在に連結されている。
【００２９】
　変位芯材８は、継手部６側において変形芯材７と隣接し、かつ継手部５と継手部６間に
作用する軸力(引張力と圧縮力)に対して、継手部５との連結が切り離された状態で材軸方
向に実質的に無抵抗で変位するように配置されている。
【００３０】
　変位芯材８についてさらに詳しく説明すると、変位芯材８は、継手部５と継手部６間の
材軸方向に長尺に形成され、かつ断面略十字形状に形成されている。また、変位芯材８の
材軸方向の両端部に側面視矢羽根形状をなしかつ断面十字形状をなす拡径部8a,8aが形成
されている。
【００３１】
　また、変位芯材８の継手部６側の端部に拡径部8aと同じ幅で継手部６側に突出する平板
状の連結部8bが形成され、連結部8bは継手部６に回転自在に連結されている。さらに、拡
径部8a,8a と拡径部8a,8a 間に介在されたスペーサー11との間に継手部５と継手部６間の
材軸方向に一定長の遊間Ｗが設けられている。
【００３２】
　また、変形芯材７の拡径部7a,7a間が連結部7bより先に弾性変形または塑性変形するよ
うに、拡径部7a,7a間の断面積が連結部7bより小断面に形成され、さらに、変形芯材７は
低降伏点鋼(例えば、LY225規格等)より形成され、変位芯材８は普通鋼(例えば、SM400)よ
り形成されている(図18参照)。
【００３３】
　座屈拘束材９は、変形芯材７および変位芯材８の材軸方向に連続し、かつ変形芯材７お
よび変位芯材８の全長とほぼ同等の長さを有し、断面略等辺山形状に形成されている。ま
た、変形芯材７および変位芯材８の軸直角方向の外側に変形芯材７および変位芯材８を四
方から挟み込むように配置されている。
【００３４】
　また、各座屈拘束材９は、変形芯材７の拡径部7a,7aおよび変位芯材８の拡径部8a,8a 
の各側面部に複数の締付けボルト10aおよびガイドボルト10bによって接合され、また、各
拡径部7a,7a間および拡径部8a,8a 間においてスペーサー11を介在し、複数の締付けボル
ト10aおよびガイドボルト10bによって互いに接合されている。また、各座屈拘束材９の材
軸方向の両端部に形成されたガイドボルト10bのボルト孔9aは、座屈拘束部材９の材軸方
向に長軸を有する長孔に形成されている。
【００３５】
　このような構成において、継手部５と継手部６間に作用する軸力(引張力および圧縮力)
に対し、変位芯材８と座屈拘束材９が、ボルト孔9aの長孔の範囲で材軸方向に相対変位す
る。これにより、橋桁１端部と橋台２間に作用するレベル２に至る規模の地震エネルギー
(想定し得る範囲内で最大規模の地震)を吸収することができる(図６の荷重-変位設計曲線
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(1)-(2)-(3))。また、レベル２を超える想定外の大地震時には、変形芯材７が材軸方向に
弾塑性変形(図６の荷重-変位設計曲線(3)-(4)-(5))し、さらに、変形芯材７の継手部５側
の連結部7bが弾性または塑性変形する(図６の荷重-変位設計曲線(5)-(6))。
【００３６】
　なお、変位芯材８と座屈拘束材９間の相対変位がボルト孔9aの長孔の範囲を超えた時点
で、継手部５と継手部６間に作用する軸力は座屈拘束材９を介して変位芯材７に伝達され
る。また、継手部５と継手部６間に作用する圧縮力に対しては、変位芯材８の拡径部8aの
端部が変形芯材７の拡径部7aの端部に面タッチすることにより、変形芯材７および変位芯
材８の芯材を通じて荷重が伝達される。
【００３７】
[実施形態２]
　図７と図８は、本発明の第２の実施形態を図示したものである。図において、各座屈拘
束材９が、継手部５と継手部６間の材軸方向に座屈拘束材ユニット9Aと9Bの２本の座屈拘
束材ユニットより構成され、かつ各座屈拘束材ユニット9Aおよび9Bの外側に棒状ストッパ
ー12が取り付けられている点で、実施形態１の落橋防止材と構成が異なっている。
【００３８】
　座屈拘束材９を9Aおよび9Bに分割させることで、変位芯材８を想定外の地震時において
は塑性変形芯材として機能させることができる。
【００３９】
　詳しく説明すると、各座屈拘束材９は、変位芯材８のほぼ中間部を境に継手部５側の座
屈拘束材ユニット9Aと継手部６側の座屈拘束材ユニット9Bの２本の座屈拘束材ユニットよ
り構成されている。
【００４０】
　各座屈拘束材ユニット9Aは、変形芯材７の拡径部7a,7aの側面部に複数の締付けボルト1
0aおよびガイドボルト10bよって接合され、また、拡径部7a,7a間においてスペーサー11を
介在し、複数のガイドボルト10bによって互いに接合されている。
【００４１】
　また、座屈拘束材ユニット9Bは、変位芯材８の継手部６側に位置する拡径部8aの側面部
にガイドボルト10bよって接合され、さらに、各座屈拘束材ユニット9Aどうし、および座
屈拘束材ユニット9Bどうしは、変位芯材８の拡径部8a,8a間においてスペーサー11を介在
し、複数の締付けボルト10aおよびガイドボルト10bによって接合されている。
【００４２】
　棒状ストッパー12は、座屈拘束材ユニット9Aと9B間の離間距離を制御するためのストッ
パー材であり、変位制限時に干渉材を介在させれば、さらに衝撃干渉効果が高まることが
期待できる。各座屈拘束材ユニット9Aおよび座屈拘束材ユニット9Bの軸直角方向の外側に
配置され、かつ座屈拘束材ユニット9Aおよび9Bの材軸方向に沿って、座屈拘束材ユニット
9Aおよび9Bの両方向にほぼ対称に所定長延長されている。
【００４３】
　また、当該棒状ストッパー12の座屈拘束材ユニット9B側の端部12bは、座屈拘束材ユニ
ット9Bの側部に突設された定着用リブ13に固定され、座屈拘束材ユニット9A側の端部12a
は、座屈拘束材ユニット9Aの側部に突設された定着用リブ14に形成されたルーズ孔を貫通
し、その先端部12aに抜止めストッパー15が取り付けられている。なお、棒状ストッパー1
2には長ボルト、抜止めストッパー15にはナットがそれぞれ用いられている。
【００４４】
　このような構成において、継手部５と継手部６間に作用する軸力(引張力および圧縮力)
に対し、変位芯材８と座屈拘束材９が、ボルト孔9aの長孔の範囲で材軸方向に相対変位す
る。これにより、橋桁１端部と橋台２間に作用するレベル２(想定し得る範囲内で最大規
模の地震)に至る規模の地震エネルギーを吸収することができる(図８の荷重-変位設計曲
線(1)-(2)-(3))。
【００４５】
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　また、レベル２を超える想定外の大地震時には、変形芯材７が材軸方向に弾塑性変形(
図８の荷重-変位設計曲線(3)-(4)-(5))し、さらに設定荷重Py2に達すると変位芯材８が軸
降伏をし、塑性変形することで衝撃吸収に寄与し、最後に設計最大荷重Pmaxに達した時点
で継手部５側の連結部7bが破断する(図８の荷重-変位設計曲線(5)-(6) -(7))。
【００４６】
　なお、変位芯材８と座屈拘束材９間の相対変位がボルト孔9aの長孔の範囲を超えた時点
で、継手部５と継手部６間に作用する軸力は座屈拘束材９を介して変位芯材７に伝達され
る。また、座屈拘束材ユニット9Aと9B間に棒状ストッパー12が配置されていることにより
、変位芯材８が変形芯材７の連結部7bより先に破断してしまうことはない。但し、設計制
御として耐力の階層化を行うことで棒状ストッパー12の軸部を破断させることは可能であ
る。
【００４７】
　さらに、継手部５と継手部６間に作用する圧縮力に対しては、変位芯材８の拡径部8aの
端部が変形芯材７の拡径部7aの端部に面タッチすることにより、変形芯材７および変位芯
材８の芯材を通じて荷重が伝達される。
【００４８】
[実施形態３]
　図９と図10は、本発明の第３の実施形態を図示したものである。図において、各座屈拘
束材９が、継手部５と継手部６間の材軸方向に２本の座屈拘束材ユニット9Aと9Bより構成
され、かつかつ各座屈拘束材ユニット9Aおよび9Bの外側に棒状ストッパー12が取り付けら
れている点で、実施形態１の落橋防止材と構成が異なっている。
【００４９】
　詳しく説明すると、各座屈拘束材９は、変形芯材７のほぼ中間部を境に継手部５側の座
屈拘束材ユニット9Aと継手部６側の座屈拘束材ユニット9Bの２本の座屈拘束材ユニットよ
り構成されている。
【００５０】
　各座屈拘束材ユニット9Aは、変形芯材７の拡径部7a,7aの側面部に複数の締付けボルト1
0aによって接合され、かつスペーサー11を介在し、複数の締付けボルト10aによって互い
に接合されている。
【００５１】
　各座屈拘束材ユニット9Bは、変形芯材７の継手部６側に位置する拡径部7aの側面部と変
位芯材８の継手部６側に位置する拡径部8aの側面部に複数のガイドボルト10bによって接
合され、さらに変位芯材８の拡径部8a,8a間においてスペーサー11を介在し、複数の締付
けボルト10aによって互いに接合されている。また特に、各座屈拘束材ユニット9Bの継手
部６側の端部に形成されたボルト孔9aは座屈拘束材ユニット9Bの材軸方向に長軸を有する
長孔に形成されている。
【００５２】
　棒状ストッパー12は、座屈拘束材ユニット9Aと9B間の離間距離を制御するためのストッ
パー材であり、各座屈拘束材ユニット9Aおよび座屈拘束材ユニット9Bの軸直角方向の外側
に配置され、かつ座屈拘束材ユニット9Aおよび9Bの材軸方向に沿って、座屈拘束材ユニッ
ト9Aおよび9Bの両方向にほぼ対称に所定長延長されている。
【００５３】
　また、当該棒状ストッパー12の座屈拘束材ユニット9B側の端部12bは、座屈拘束材ユニ
ット9Bの側部に突設された定着用リブ13に固定され、座屈拘束材ユニット9A側の端部12a
は、座屈拘束材ユニット9Aの側部に突設された定着用リブ14に形成されたルーズ孔を貫通
し、その先端部12aに抜止めストッパー15が取り付けられている。
【００５４】
　このような構成において、継手部５と継手部６間に作用する軸力(引張力および圧縮力)
に対し、変位芯材８と座屈拘束材９が、ボルト孔9aの長孔の範囲で材軸方向に相対変位す
る。これにより、橋桁１端部と橋台２間に作用するレベル２に至る大規模の地震エネルギ
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ーを吸収することができる(図10の荷重-変位設計曲線(1)-(2)-(3))。
【００５５】
　また、レベル２を超える想定外の大地震時には、変形芯材７と変位芯材８が材軸方向に
弾塑性変形(図10の荷重-変位設計曲線(3)-(4)-(5))し、さらに、座屈拘束材ユニット9Aと
9B間の離間距離が変位制御されると荷重が立ち上がり、最終的に設計最大荷重Pmaxに達し
た時点で継手部５側の連結部7bが破断する(図10の荷重-変位設計曲線(5)-(6))。
【００５６】
　なお、変位芯材８と座屈拘束材９間の相対変位がボルト孔9aの長孔の範囲を超えた時点
で、継手部５と継手部６間に作用する軸力は座屈拘束材９を介して変位芯材７に伝達され
る。また、座屈拘束材ユニット9Aと9B間に棒状ストッパー12が配置されていることにより
、変形芯材７が変形芯材７の連結部7bより先に破断してしまうことはない。
【００５７】
　さらに、継手部５と継手部６間に作用する圧縮力に対しては、変位芯材８の拡径部8aの
端部が変形芯材７の拡径部7aの端部に面タッチすることにより、変形芯材７および変位芯
材８の芯材を通じて荷重が伝達される。
【００５８】
[実施形態４]
　図11と図12は、本発明の第４の実施形態であり、継手部５と継手部６間の同一材軸線上
に、変位芯材８に代えて変形芯材16が変形芯材７に隣接して配置され、かつ変形芯材７の
弾塑性領域を長く設定することによりダンパーの機能が付与されている点が実施形態１～
３の落橋防止材と異なっている。
【００５９】
　詳しく説明すると、継手部５と継手部６間の同一材軸線上に第１の変形芯材７と第２の
変形芯材16が材軸方向に隣接して配置され、変形芯材16は変形芯材７の継手部６側に配置
されている。
【００６０】
　変形芯材７は、継手部５と継手部６間の材軸方向に細長い長尺板状に形成され、その材
軸方向の両端部に側面視矢羽根形状をなしかつ断面十字形状をなす拡径部7a,7aが形成さ
れている。また、継手部５側の端部に拡径部7aと同じ幅で継手部５側に突出する平板状の
連結部7bが形成され、連結部7bは継手部５に回転自在に連結されている。
【００６１】
　第２の変形芯材16は、継手部５と継手部６間の材軸方向に長尺に形成され、かつ断面略
十字形状に形成されている。また、変形芯材16の材軸方向の両端部に側面視矢羽根形状を
なしかつ断面十字形状をなす拡径部16a,16a が形成されている。さらに、変形芯材16の継
手部６側の端部に拡径部16aと同じ幅で継手部６側に突出する平板状の連結部16bが形成さ
れ、連結部16bは継手部６に回転自在に連結されている。
【００６２】
　なお、これらの部材は、設計の要求性能に応じて適宜選択、または組み合わせて使用す
ることが望ましい。例えば同じ鋼材でも普通鋼あるいは低降伏点鋼や形状記憶合金では鋼
材の降伏応力、伸び性能に違いがある(図18参照)。例えば、低ひずみの繰り返しを受ける
場合は、これらの累積損傷度の度合いを主眼にした選定が望ましいと考えられる。
【００６３】
　また、これらの部材断面の強度の階層化を行うことにより、塑性化させる順番を設計制
御することが可能となる。例えば、同一鋼材の選定をした場合に断面積は、変形芯材７が
一番小さく、続いて変形芯材16、変形芯材７の連結部7bの順で大きく、連結部16bの断面
積が一番大きくなるように形成することで、これらの部材はこの順番で塑性変形させるこ
とができる。さらに、変形芯材７の材長を長くして弾塑性変形領域を広くすることにより
、継手部５と６間に作用する地震動を減衰させるダンパーの機能が付与することができる
。
【００６４】



(10) JP 2018-96039 A 2018.6.21

10

20

30

40

50

　座屈拘束材９は、変形芯材７および変形芯材16の材軸方向に連続し、かつ変形芯材７お
よび変形芯材16の全長とほぼ同等の長さを有し、断面略等辺山形状に形成されている。ま
た、変形芯材７および変形芯材16の軸直角方向の外側に変形芯材７および変形芯材16を四
方から挟み込むように配置されている。
【００６５】
　また、各座屈拘束材９は、変形芯材７の各拡径部7a,7aの側面部および変形芯材16の継
手部６側に位置する拡径部16aの側面部に複数のガイドボルト10bによって接合され、かつ
、変形芯材７の拡径部7a,7a間および変形芯材16の拡径部16a,16a 間において、スペーサ
ー11を介在し、複数の締付けボルト10aおよびガイドボルト10bによって互いに接合されて
いる。また、座屈拘束材９の両端部に形成されたガイドボルト10bのボルト孔9aは、座屈
拘束材９の材軸方向に長軸を有する長孔に形成されている。
【００６６】
　このような構成において、継手部５と継手部６間に作用する軸力(引張力および圧縮力)
に対し、変形芯材７がボルト孔9aの長孔の範囲で材軸方向に弾塑性変形(伸縮)する。これ
により、橋桁１端部と橋台２間に作用するレベル２に至る大規模の地震エネルギーを吸収
することができる(図12の荷重-変位設計曲線(1)-(2)-(3) -(4)-(5) -(6)-(7))。
【００６７】
　また、レベル２を超える想定外の大地震時には、変形芯材16が長孔16aの範囲で材軸方
向に弾塑性変形し(図12の荷重-変位設計曲線(3)-(8)-(9))、さらに、変形芯材７の継手部
５側の連結部7bが弾性または塑性変形する(図12の荷重-変位設計曲線(8)-(9)-(10))。
【００６８】
　なお、変形芯材７の弾塑性変形(伸び)がボルト孔9aの長孔の範囲を超えた時点で、継手
部５と継手部６間に作用する軸力は座屈拘束材９を介して変形芯材16に伝達される。また
、継手部５と継手部６間に作用する圧縮力に対しては、変形芯材16の拡径部16aの端部が
変形芯材７の拡径部7aの端部に面タッチしていることにより、変形芯材７および変形芯材
16の芯材を通じて荷重が伝達される。
【００６９】
[実施形態５]
　図13と図14は、本発明の第５の実施形態を図示したものである。図において、各座屈拘
束材９が材軸方向に二つの座屈拘束材ユニット9Aと9Bから構成され、かつ座屈拘束材ユニ
ット9Aと9B間の離間距離を制御する棒状ストッパー12が設置されている点が、実施形態４
の落橋防止材と構成が異なっている。
【００７０】
　以下、より詳しく説明すると、各座屈拘束材９は、変形芯材16の材軸方向のほぼ中間部
を境に継手部５側の座屈拘束材ユニット9Aと継手部６側の座屈拘束材ユニット9Bの２本の
座屈拘束材ユニットから構成されている。
【００７１】
　各座屈拘束材ユニット9Aは、変形芯材７の拡径部7a,7aの側面部および変形芯材16の継
手部５側に位置する拡径部16aの側面部に複数の締付けボルト10aおよびガイドボルト10b
によって接合され、かつ、変形芯材７の拡径部7a,7a間においてスペーサー11を介在し、
複数の締付けボルト10aによって互いに接合されている。また、座屈拘束材ユニット9Aの
継手部５側の端部に形成されたガイドボルト10bのボルト孔9aは座屈拘束材ユニット9Aの
材軸方向に長軸を有する長孔に形成されている。
【００７２】
　各座屈拘束材ユニット9Bは、変形芯材16の継手部６側に位置する拡径部16aの側面部に
複数の締付けボルト10aによって接合され、かつスペーサー11を介在し、複数の締付けボ
ルト10aによって互いに接合されている。
【００７３】
　また、各座屈拘束材ユニット9Aおよび座屈拘束材ユニット9Bの軸直角方向の外側に、複
数の棒状ストッパー12が座屈拘束材ユニット9Aおよび9Bの材軸方向に沿って配置されてい
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る。棒状ストッパー12は、座屈拘束材ユニット9Aと9B間の離間距離を制御するためのスト
ッパー材であり、座屈拘束材ユニット9Aおよび9Bの両方向にほぼ対称に所定長延長されて
いる。そして、当該棒状ストッパー12の座屈拘束材ユニット9A側の端部12aは、座屈拘束
材ユニット9Aの側部に突設された定着用リブ13に固定され、座屈拘束材ユニット9B側の端
部12bは、座屈拘束材ユニット9Bの側部に突設された複数の定着用リブ14に設けられたル
ーズ孔を貫通し、かつ先端部に抜止めストッパー15が取り付けられている。
【００７４】
　このような構成において、継手部５と継手部６間に作用する軸力(引張力および圧縮力)
に対し、変形芯材７がボルト孔9aの長孔の範囲で材軸方向に弾塑性変形(伸縮)する。これ
により、橋桁１端部と橋台２間に作用するレベル２に至る大規模の地震エネルギーを吸収
することができる(図14の荷重-変位設計曲線(1)-(2)-(3) -(4)-(5) -(6)-(7))。
【００７５】
　また、レベル２を超える想定外の大地震時には、変形芯材16が長孔16aの範囲で材軸方
向に弾塑性変形し(図14の荷重-変位設計曲線(3)-(8))、さらに、変形芯材７の継手部５側
の連結部7bが弾性または塑性変形する(図14の荷重-変位設計曲線(8)-(9)-(10))。
【００７６】
　なお、変形芯材７の弾塑性変形(伸び)がボルト孔9aの長孔の範囲を超えた時点で、継手
部５と継手部６間に作用する軸力は座屈拘束材９を介して変形芯材16に伝達される。また
、座屈拘束材ユニット9Aと9B間に棒状ストッパー12が配置されていることにより、変形芯
材16が変形芯材７の連結部7bより先に破断してしまうことはない。
【００７７】
　さらに、継手部５と継手部６間に作用する圧縮力に対しては、変形芯材16の拡径部16a
の端部が変形芯材７の拡径部7aの端部に面タッチしていることにより、変形芯材７および
変形芯材16の芯材を通じて荷重が伝達される。
【００７８】
　[実施形態６]
　図15と図16は、本発明の第６の実施形態を図示したものである。図において、継手部５
と継手部６間に変形芯材７が単体で配置され、かつ座屈拘束材９が変形芯材７のほぼ中間
部を境に継手部５側の座屈拘束材ユニット9Aと継手部６側の座屈拘束材ユニット9Bの２本
の座屈拘束材ユニットから構成され、さらに座屈拘束材ユニット9Aと9B間の離間距離を制
御する棒状ストッパー12を備えている点が実施形態５の落橋防止材と構成が異なっている
。
【００７９】
　以下、より詳しく説明すると、継手部５と継手部６間の材軸線上に変形芯材７が配置さ
れ、変形芯材７の軸直角方向の外側に複数の座屈拘束材９が配置されている。
【００８０】
　変形芯材７は、継手部５と継手部６間の材軸方向に細長い長尺板状に形成され、当該変
形芯材７の材軸方向の両端部に側面視矢羽根形状をなし、かつ断面十字形状をなす拡径部
7a,7aが形成されている。
【００８１】
　また、材軸方向の両端部に拡径部7aと同じ幅で継手部５側と継手部６側にそれぞれ突出
する板状の連結部7b,7bがそれぞれ形成され、連結部7b,7bは継手部５と継手部６にそれぞ
れ回転自在に連結されている。
【００８２】
　各座屈拘束材９は、変形芯材７のほぼ中間部を境に継手部５側の座屈拘束材ユニット9A
と継手部６側の座屈拘束材ユニット9Bの２本の座屈拘束材ユニットより構成され、いずれ
も変形芯材７の拡径部7aの側面部に複数の締付けボルト10aおよびガイドボルト10bによっ
て接合され、かつ拡径部7a,7a間においてスペーサー11を介在し、複数の締付けボルト10a
およびガイドボルト10bによって互いに接合されている。また、継手部５側の端部に形成
されたガイドボルト10bのボルト孔9aは座屈拘束材ユニット9Aの材軸方向に長軸を有する
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長孔に形成されている。
【００８３】
　棒状ストッパー12は、各座屈拘束材ユニット9Aおよび座屈拘束材ユニット9Bの軸直角方
向の外側に、各座屈拘束材ユニット9Aおよび座屈拘束材ユニット9Bの材軸方向に沿って配
置され、かつ座屈拘束材ユニット9Aおよび9Bの両方向にほぼ対称に所定長延長されている
。
【００８４】
　また、棒状ストッパー12の座屈拘束材ユニット9A側の端部12aは、座屈拘束材ユニット9
Aの側部に突設された定着用リブ13に固定され、座屈拘束材ユニット9B側の端部12bは、座
屈拘束材ユニット9Bの側部に突設された複数の定着用リブ14に設けられたルーズ孔を貫通
し、その先端部12aに抜止めストッパー15が取り付けられている。
【００８５】
　このような構成において、継手部５と継手部６間に作用する軸力(引張力および圧縮力)
に対し、変形芯材７がボルト孔9aの長孔の範囲内で材軸方向に弾塑性変形(伸縮)を繰り返
えす。これにより、橋桁１端部と橋台２間に作用するレベル２に至る大規模の地震エネル
ギーを吸収することができる(図16の荷重-変位設計曲線(1)-(2)-(3) -(4)-(5) -(6)-(7))
。
【００８６】
　また、レベル２を超える想定外の大地震時には、変形芯材７がボルト孔9aの長孔の範囲
で材軸方向に弾塑性変形し(図16の荷重-変位設計曲線(3)-(8))、さらに、変形芯材７の継
手部５側の連結部7bが弾性または塑性変形する(図16の荷重-変位設計曲線(8)-(9))。
【００８７】
　このように、変形芯材7の累積疲労損傷度が低ひずみの繰り替えしを受けても設計上問
題ない場合は、その後の想定外の地震動においては、累積疲労損傷度の余力を使って落橋
防止構造として機能させることが可能となる。
[実施形態７]
　図17は、本発明の第７の実施形態であり、第４の実施形態に無抵抗で軸方向に変位する
遊間領域を設定した場合の設計事例である。荷重－変位設計曲線を示している。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、地震時の変形能力およびエネルギー吸収能力がきわめて大きく、想定し得る
範囲内で最大規模の地震(レベル２の地震動)に対してだけでなく、レベル２の範囲を超え
る想定外の大地震に対しても対応が可能で、例えば、橋桁の端部と橋桁端部を支える橋台
との間に取り付けられる落橋防止材として用いることができる。
【符号の説明】
【００８９】
　１　橋桁の端部
　２　橋台
　３　落橋防止材(衝撃吸収装置)
　４　支承
　５　継手部
　６　継手部
　７　変形芯材(軸方向変形部材)
　7a　拡径部
　7b　連結部
　８　変位芯材(軸方向変位部材)
　8a　拡径部
　8b　連結部
　９　座屈拘束材
　10a 締付けボルト
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　10b ガイドボルト
　11　スペーサー
　12　棒状ストッパー
　13　定着用リブ
　14　定着用リブ
　15　抜止めストッパー
　16　変形芯材(軸方向変形部材)
　16a  拡径部
　16b  連結部
　17　伸縮装置

【図１】 【図２】
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